
京都地方税機構 丹後地方事務所
京丹後市役所 大宮庁舎 ３階
　☎ 0772-68-1041

６月30日（火）まで
町 ・ 府 民 税：第１期
国 民 健 康 保 険 税：第１期

が
存
す
る
土
地
の
所
有
者
、
か
つ
町
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
方

※ 

個
人
で
あ
っ
て
、
空
家
の
所
有
者

に
当
該
空
き
家
の
除
却
に
対
し
、
同
意

を
得
た
も
の
に
限
り
ま
す

　

町
内
の
管
理
不
全
空
家
ま

た
は
管
理
不
全
空
家
に
準
ず
る
空
家
の

除
却
（
空
家
に
附
属
す
る
倉
庫
そ
の
他

の
建
築
物
の
除
却
を
含
む
）
を
行
う
事

業
で
、
解
体
工
事
業
者
の
登
録
を
受
け

た
事
業
者
が
施
工
す
る
も
の

※ 

特
定
空
家
に
指
定
さ
れ
る
と
対
象

外
と
な
り
ま
す

　

対
象
事
業
費
の
３
分
の
１

以
内
（
上
限
額
30
万
円
）

　

老
朽
空
家
な
ど
の
所
有
者

を
確
認
で
き
る
書
類
、
位
置
図
、
現
況

写
真
な
ど
に
よ
り
事
前
判
定
し
ま
す
。

　
　
　
　

６
月
15
日
（
月
）
〜
７
月
31

日
（
金
）
ま
で
に
、
必
要
書
類
を
総
務

課
（
☎
４
３
・
９
０
１
０
）
へ
。

　

与
謝
野
町
が
実
施
す
る
子
宮
頸
が
ん

検
診
は
、「
集
団
検
診
」
ま
た
は
「
医

療
機
関
で
の
個
別
検
診
」
の
方
法
で
受

診
可
能
で
す
。
検
診
無
料
。

　

年
度
末
の
年
齢
が
21
〜
74
歳

で
、
昨
年
度
子
宮
頸
が
ん
検
診
未
受
診

の
方
（
子
宮
頸
が
ん
検
診
受
診
票
を
送

�������	
���������	
��

　

物
価
高
騰
が
続
く
中
、
高
齢
者

の
方
々
の
生
活
を
応
援
す
る
た
め
、

「
２
０
２
６
与
謝
野
町
く
ら
し
応
援
商

品
券（
高
齢
者
向
け
）」を
発
行
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
現
在
、
与
謝
野
町

に
住
民
登
録
の
あ
る
65
歳
以
上
の
方

　

一
人
あ
た
り
５
０
０
０
円

（
５
０
０
円
券
×
10
枚
）

　

７
月
１
日
（
水
）
〜
12
月

31
日
（
木
）

　

商
品
券
は
６
月
中
に
お
手
元

に
届
く
予
定
で
、
ゆ
う
パ
ッ
ク
に
よ
り

世
帯
ご
と
に
お
届
け
し
ま
す
。
対
面
で

の
お
渡
し
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
不
在

の
場
合
は
不
在
通
知
書
が
投
函
さ
れ
ま

す
。
お
手
数
で
す
が
、
郵
便
局
に
ご
連

絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
　

福
祉
課 

☎
４
３
・
９
０
２
１

　

管
理
不
全
空
家
お
よ

び
管
理
不
全
空
家
に
準

ず
る
空
家
に
限
定
し
、
当
該
空
家
な
ど

の
除
却
撤
去
費
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

　

空
家
の
所
有
者
ま
た
は
空
家

付
し
て
い
ま
す
）

　

11
月
30
日
（
月
）
ま
で

　

受
診
票
送
付
時
に
案
内
し

ま
す

　

75
歳
以
上
の
方
や
転
入
さ
れ

た
方
で
、
医
療
機
関
で
の
個
別
検
診
を

ご
希
望
の
場
合
は
、
保
健
課
ま
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

子
宮
頸
が
ん
検
診
は
隔
年
受
診
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
昨
年
度
受
診
さ

し
た
方
（
妊
婦
健
診
で
の
子
宮
頸
が
ん

検
診
を
含
む
）
は
受
診
で
き
ま
せ
ん

　
　

保
健
課 

☎
４
３
・
９
０
２
２

　

町
民
税
非
課
税
世
帯

で
、
高
等
学
校
な
ど
に
修
学
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
。

● 

母
子
・
父
子
世
帯
（
20
歳
以
上
の
お

子
さ
ん
の
い
な
い
世
帯
、
ま
た
は
母
子
・

父
子
と
65
歳
以
上
の
方
で
構
成
す
る
世
帯
）

● 

児
童
世
帯
（
父
母
の
い
な
い
20
歳
未

満
の
方
で
構
成
す
る
世
帯
）

● 
障
害
者
世
帯
（
父
母
の
ど
ち
ら
か
が

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
以
上
）

● 

長
期
療
養
者
世
帯
（
父
母
の
ど
ち
ら

か
が
６
ヵ
月
以
上
の
入
院
な
ど
）

〔
入
学
支
度
金
（
ひ
と
り
１

回
限
り
）〕

● 

国
公
立
６
万
３
０
０
０
円

※ 掲載している情報は、５月 28日（木）現在のものです＝問い合わせ先
＝申込先・方法
＝問い合わせ先
＝申込先・方法

町ホームページ

● 

私
立
（
全
日
制
）
17
万
８
０
０
０
円

● 

私
立
（
定
時
制
）
13
万
７
０
０
０
円

● 

通
信
制
４
万
５
０
０
０
円

〔
年
額
６
万
円
（
国
の
支
援
制

度
と
併
給
調
整
あ
り
）〕

● 

特
別
支
援
学
校
高
等
部
お
よ
び
高
等

専
門
学
校
第
４
・
５
学
年

月
額
１
万
６
０
０
０
円
ま
た
は
月
額

１
万
４
０
０
０
円

● 

他
府
県
の
私
立
な
ど

全
日
制
／
月
額
３
万
３
０
０
０
円

定
時
制
／
月
額
２
万
４
０
０
０
円
（
国

の
支
援
制
度
と
併
給
調
整
あ
り
）

　

２
次
申
請
以
降
は
随
時
受
け

付
け
と
な
り
ま
す
が
、
奨
学
金
は
申
請

月
か
ら
の
支
給
と
な
り
、
入
学
支
度
金

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　

６
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
、
子

育
て
応
援
課
（
☎
４
３
・
９
０
２
４
）

に
あ
る
申
請
書
に
在
学
証
明
書
を
添
付

し
て
同
課
へ
。

　

朝
に
咲
き
、
夕
方
に
は
散
る
１
日
限

り
の
夏
ツ
バ
キ
を
眺
め
な
が
ら
、
抹
茶

の
ひ
と
と
き
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

　

６
月
28
日
（
日
）
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

　

加
悦
椿
文
化
資
料
館

　

先
着
20
人

厚生労働省ホームページ

〒 100-8916　東京都千代田区霞が関 1-2-2　厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当
☎ 03-3595-2262（午前 10時～４時／土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）

　令和元年 11月 22日、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（以下、法律）が公布、
施行されました。国ではこの法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には国が補償金を支
給します。お問い合わせ窓口や申請様式などの詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

　

５
０
０
円
（
椿
も
ち
付
き
、
入

館
料
を
含
む
）

　
　

加
悦
椿
文
化
資
料
館

☎
４
３
・
２
１
６
１

　

京
都
府
で
は
動
物
愛
護
週
刊
事
業
の

一
環
と
し
て
、
動
物
愛
護
写
真
コ
ン

ク
ー
ル
を
実
施
ま
す
。

　

７
月
31
日
（
金
）
ま
で

　

お
ひ
と
り
４
点
以
内

　

人
と
動
物
と
の
ふ
れ
あ
い

※ 

動
物
の
み
を
被
写
体
と
し
た
作
品

は
審
査
対
象
外
と
な
り
ま
す

　

応
募
方
法
や
応
募
先
は
、
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　

府
文
化
生
活
部
生
活
衛
生
課

☎
０
７
５
・
４
１
４
・
４
７
６
７

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

　

常
時
受
け
付
け

※ 

ほ
か
に
も
募
集
し
て
い
る
種
目
が

あ
り
ま
す
の
で
、
採
用
案
内
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
だ
さ
い

　
　
　
　

京
丹
後
地
域
事
務
所

☎
０
７
７
２
・
６
４
・
２
４
９
８

町ホームページ
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